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参考資料-1 ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）の概要

気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）
◼ 設立：世界気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）により1988年に設立された政府間組織。195の国・地域が参加。
◼ 任務：気候変動に関連する科学的、技術的及び社会・経済的情報の評価を行い、得られた知見を政策決定者をはじめ広く

一般に利用してもらうこと。
→各種報告書（評価報告書、 特別報告書、方法論報告書、技術報告書） の作成・公表
     評価報告書[AR]（３つの作業部会報告書と統合報告書）は約5～8年ごとに公表

第1作業部会（WG1）-自然科学的根拠
第2作業部会（WG2）-影響・適応・脆弱性
第3作業部会（WG3）-気候変動の緩和

出典：IPCC第6次評価報告書の概要、2023年8月暫定版、環境省
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参考資料-2 ＣＯＰ１５（生物多様性条約第１５回締約国会議）の概要

○ 今回開催されたCOP15とは、生物多様性条約（Convention on Biological Diversity：CBD）の締約国による会議であり、CBD
は1993年に発効した国際条約で、以下の3つを目的としている。

1. 生物多様性の保全
2. 生物多様性の構成要素の持続可能な利用
3. 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

○生物多様性条約締約国会議（COP）では、これらの目的に係るさまざまな課題が議題として話し合われる。今回は第15回目
の締約国会議となり、その最大の議題は2020年までの世界目標であった「愛知目標」に代わる「昆明・モントリオール生物多
様性枠組」を策定した。

2050年ビジョン
「2050年までに、生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し

全ての人に必要な利益を提供しつつ、生物多様性が評価され、
保全され、回復され、賢明に利用される」自然と共生する世界

2030年ミッション

「生物多様性を保全し、持続可能に利用し、遺伝資源の利用か
ら生ずる利益の公正かつ衡平な配分を確保しつつ、必要な実施
手段を提供することにより、生物多様性の損失を止め、反転させ
、回復軌道に乗せるための緊急の行動をとる」 

2030年ターゲット（ターゲット1～23） ※主なターゲットの概要
 （ターゲット３）2030年までに陸域と海域の少なくとも30%以上を

保全（30by30目標）
 （ターゲット６）2030年までに侵略的外来種の導入率・定着率を

半減 

（ターゲット８）自然を活用した解決策等を通じた気候変動の生物
多様性への影響の最小化とレジリエンスの強化 

（ターゲット15）ビジネスにおける生物多様性への影響評価・情
報公開の促進 ・新枠組の進捗をモニタリング・評
価する仕組み 

2050年ゴール（ゴールA,B,C,D）
ゴールA すべての生態系の健全性、連結性及びレジリエンスが維持され、強化され、
又は回復され、2050年までに自然生態系の面積を大幅に増加させる。

ゴールB 生物多様性が持続的に利用及び管理されるとともに、生態系の機能やサー
ビスを含む自然がもたらすものが、大切にされ、維持され、そして現在低下しているも
のが回復されることで増強されることで、持続可能な開発の達成を支え、2050年まで
に現在及び将来の世代に便益をもたらす。  

ゴールC 国際的に合意されたアクセスと利益配分に関する法的文書に従い、遺伝資
源に関連する伝統的知識を適切に保護しつつ、遺伝資源、遺伝資源に関するデジタ
ル配列情報、及び該当する場合には遺伝資源に関連する伝統的知識の利用から生じ
る金銭的・非金銭的利益が、公正かつ公平に、必要に応じて先住民及び地域社会も
含めて配分されるともに、2050年までに大幅に増加することによって、生物多様性の
保全及び持続可能な利用に貢献する。 

ゴールD 年間7,000億ドルの生物多様性の資金ギャップを徐々に縮小し、資金フロー
を昆明・モントリオール生物多様性枠組と2050年ビジョンに整合させながら、昆明・モ
ントリオール生物多様性枠組を完全に実施するための、資金、能力構築、科学技術協
力、技術へのアクセスと技術の移転を含む、十分な実施手段が、すべての締約国、特
に後発開発途上国、小島嶼開発途上国、並びに経済移行国に対して確保され、衡平
にアクセスできるようになる。
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参考資料-3 カーボンニュートラルの概要

○ 愛知県では、「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指し、2030年度までに温室効果ガス排出量を2013年度比で46％削
減する目標を掲げるとともに、2030年度までの間に取り組むべき施策の方向を示した「あいち地球温暖化防止戦略2030（改
定版）～カーボンニュートラルあいちの実現に向けて～」を策定した。

○ 愛知県では矢作川流域、豊川流域をモデルケースとし、“水循環”をキーワードに、再生可能エネルギー等の導入による国
土強靱化を始め、森林保全・治水・水道からエネルギーまでを含めた、官民連携で総合的かつ分野横断的にカーボンニュー
トラルの実現を目指す矢作川・豊川CN（カーボンニュートラル）プロジェクトに取り組んでいる。

出典：矢作川・豊川ＣＮプロジェクト 展示用パネル
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参考資料-3 カーボンニュートラルの概要

出典：国交省HP 港湾：ブルーカーボンとは - 国土交通省 （mlit.go.jp）

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000069.html
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参考資料-4 第3次あいち地震対策アクションプラン（2023年11月改訂）の概要

愛知県では、東日本大震災の教訓や本県の新たな地震被害予測調査結果を踏まえ、地震から県民の生命・財産を守る強靱
な県土づくりを目指し、「第3次あいち地震対策アクションプラン」を策定した。このアクションプランに基づき、地震防災に関する
施策を総合的かつ計画的に推進している。

第３次アクションプランのポイント

• 東日本大震災を踏まえた本県被害予測調査に基づ
く地震対策の行動計画 

• 本県被害予測調査における過去地震最大モデルの
想定を、対策を進める上での軸としつつ、理論上最
大想定モデルの想定についても「命を守る」観点で
補足的に参照

• 5つの対策の柱を中心とし、新たな施策体系を構築 

重点テーマ

１．命を守る
２．生活を守る
３．社会機能を守る
４．迅速な復旧・復興を目指す
５．防災力を高める

対策の柱

計画期間 2015～2024年度
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参考資料-5 海岸保全施設の長寿命化計画の概要

海岸保全施設における長寿命化計画とは、海岸保全基本計画等の海岸の管理に係る上位計画を踏まえつつ、背後地を防
護する機能を効率的・効果的に確保するため、予防保全の考え方を導入し、適切な維持管理による長寿命化を目指すための
計画であり、点検に関する計画、修繕等に関する計画等により構成されるものである。

出典：海岸法改正を踏まえた海岸保全施設の維持管理について、国交省資料
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参考資料-6 水位周知海岸、高潮特別警戒水位について

高潮特別警戒水位（法定水位）の設定

○  2021年6月に、高潮により相当な損害を生ずるおそれがある海岸として、三河湾・伊勢湾を「水位周知海岸」に指定。

○  高潮に対する市町村長の警戒レベル５緊急安全確保の発令の判断等に資する高潮氾濫発生情報として、「高潮特別警戒
水位」を設定。設定水位到達時には、報道機関を通じて沿岸全体に周知。

・高潮特別警戒水位（法定水位）：天白川河口水位観測所 TP+2.3m

・高潮警戒水位（任意水位） ：一色水位観測所 TP+1.9m

○  水位の周知対象は住民等であるが、実務的には水防活動従事者やライフライン保守点検業者（一般住民等においては、高
潮特別警戒水位に達する前（暴風警報発表時）に既に避難が完了しているという前提） 。

出典：「愛知県高潮対策検討委員会」第3回資料、2021年3月24日
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参考資料-7 高潮浸水想定区域について

■高潮浸水想定区域の指定（水防法）（2021年６月）

〇高潮浸水想定区域の指定
⇒・地域防災計画の整備（市町村）

 ・ハザードマップの作成（市町村）
 ・避難確保計画の作成（要配慮者利用施設）

※想定し得る最大規模の高潮による浸水想定区域を指定
・中心気圧を室戸台風級とし、上陸時の気圧（910hPa）を保持
・伊勢湾台風級の移動速度（73km/h）
・各海岸で潮位偏差が最大となる経路を通過する場合を想定
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参考資料-8 津波浸水想定区域について

■津波浸水想定の設定・公表（2014年11月）、津波災害警戒区域の指定（2019年７月）（津波防災地域づくりに関する法律）

〇津波災害警戒区域の指定
⇒・地域防災計画の整備（市町村）

 ・ハザードマップの作成（市町村）
 ・避難確保計画の作成（要配慮者利用施設）

※発生頻度が極めて低いものの科学的に想定し得る最大規模の津波（L2津波） による浸
水想定区域を指定

・愛知県沿岸に最大クラスの津波をもたらすと想定される津波断層モデルとして、内閣府「
南海トラフの巨大地震モデル検討会」が公表した11のケースから、愛知県域に最も大きな
影響を与えると考えられる５ケースを選定

・５ケースの津波シミュレーション結果を重ね合わせ、最大となる浸水域、浸水深を抽出
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参考資料-9 伊勢湾再生行動計画（第二期）の概要

伊勢湾再生の目標（伊勢湾のあるべき姿の実現）を掲げ、これを実現するための基本方針を定め、伊勢湾流域圏の産官学と
沿岸域及び流域の人々、NPO等の多様な主体が協働・連携を図りつつ、2017年度（平成29年度）から10年間を対象期間とし、
この目標の達成へ向けた仕組みの構築と取り組みを推進することを目的とする。 

※当初（第一期）は、2007年策定
※本計画を策定、推進、フォローアップする組織として、「伊勢湾再生推進会議」
が設置され、国、３県１市の企画、環境、農林水産、建設部局で構成

出典：伊勢湾再生行動計画HP、パンフレット
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参考資料-10 あいち生物多様性戦略２０３０の概要

この戦略は、2010年に本県で開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）から10年を経た本県の状況を総括し、
SDGs（持続可能な開発目標）に合致した生物多様性保全の取組指針として策定されたものである。県民、市民団体、事業者、
市町村などの多様な主体が生物多様性の保全とその持続可能な利用の促進に向けた様々な取組を進める上での具体的な行
動の指針となるものである。

• 2050年の長期目標「人と自然が共生するあいち」、2030年目標「生物多様
性を主流化し、あらゆる立場の人々が連携して最大限の行動をとることに
より、生物多様性の保全と持続可能な利用を社会実装し、その回復に転
じる。」を定めている。

• 奥山、里地里山、平野、里海・沿岸、河川・水辺、湿地湿原といった本県
を代表する生態系ごとに、今後目指すべき姿を示している。

• 「あいち方式2030」を中核的取組方針とし、「全ての主体がコラボレーショ
ン（協働）により、生物多様性の保全を進める」という考え方のもとで、人と
人とのつながりを育みながら、様々な施策を展開する。

• 「『あいち方式2030』推進プラットフォームの構築」を始めとして、今後10年
間で特に注力して実施する10項目の「重点プロジェクト」を定めている。

あいちの生物多様性の目指すべき姿

出典：あいち生物多様性戦略２０３０
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参考資料-11 愛知県の指定希少野生動植物種

愛知県では、「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、県内に生息又は生育する絶滅のおそれのある種で
特に保護を図る必要がある動物９種、植物９種を「指定希少野生物植物種」として指定し、以下の行為を禁止している。

• 指定希少野生動植物種の生きている個体（卵、種子を含む）を捕まえたり採ったり、殺したり傷つけたりすること

• この条例に違反して捕獲などを行った種の個体や骨、皮、葉、花などの器官、これらの加工品を譲渡し、譲受けや引渡し、引
取りをすること

動物（9種）
コノハズク、アカウミガメ、ミカワサンショウウオ、アカハライモリ渥美種族、ナガレタゴガエル、
ウシモツゴ、ヒメヒカゲ、ミカワホラヒメグモ、オモイガケナマイマイ

植物（9種）
キンセイラン、ウラジロギボウシ、ヤチヤナギ、ハギクソウ、ナガバノイシモチソウ、シロバナナ
ガバノイシモチソウ、エンシュウツリフネ、イワナシ、ナガボナツハゼ
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参考資料-12 水質汚濁に係る環境基準

• 環境基本法（1993年法律第91号）第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準について
は、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしている。そのうち、
環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令（1993年政令第371号）に定められた複数の都道府県の区域にわ
たる水域については、国が類型指定を行っている。

• 底層溶存酸素量については、2016年３月、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に
、維持することが望ましい環境上の条件として、生活環境の保全に関する環境基準として設定された。伊勢湾について、
2022年４年10月17日付けで関連告示の改正を行い、底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行われた。

出典：伊勢湾・大阪湾における底層溶存酸素量に係る 水質環境基準の水域類型の指定について、環境省HP
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参考資料-13 愛知県海岸漂着物対策推進地域計画の概要

○ 愛知県では、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境保全に係る海岸漂着物の処理に関す
る法律に基づき、2011年8月に「愛知県海岸漂着物対策推進地域計画」を策定した。

○ 2015年及び2023年に海岸管理者や関係市町村の意向を反映し、より効果的な海岸漂着物対策を推進するため本計画を改
定し、海岸漂着物の回収等を重点的に行う区域を、従来の10海岸から20海岸に増やしている。

海岸漂着物の効果的な発生抑制に関する施策
• 3Rプラス１の推進によるごみの排出抑制
• ポイ捨て・不法投棄の防止
• 環境学習及び普及啓発に関する施策
• 漂流ごみ及び海底ごみの回収・処理の推進
• マイクロプラスチック対策の推進
• 流木等の発生抑制対策の推進
• 海岸漂着物の発生状況等の調査

出典：愛知県海岸漂着物対策推進地域計画
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